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現
存
す
る

『藤
氏
家
伝
』
は
上
下
、

二
巻
か
ら
な
る
藤
原
氏
の
人
物
伝

で
あ
り
、
鎌
足

・
貞
慧

・
武
智
麻
呂
の
伝

記
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
拙
論

で
は
上
巻

の
い
わ
ゆ
る

『鎌
足
伝
』
に
つ
い
て
、
編
纂
材
料
を
推
定
し
、
そ
の
史
料
的
価
値
を
明
瞭
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し

た
。

『鎌
足
伝
』

(以
下

『
伝
』
)
は
、

『
大
織
冠
伝
』
と
も
称
さ
れ
、
藤
原
鎌
足
の
事
跡

・
功
業
を
記
し
た
漢
文
伝
で
あ
り
、
同
時
代

史
を
伝
え
る

『
日
本
書
紀
』

(以
下

『書
紀
』
)
に
は
み
え
な
い
独
自
の
記
載
を
有
す
る
と
と
も
に

『書
紀
』
と
共
通
の
文
章

・
語
句
を

も
多
く
載
せ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に

『
伝
』
と

『
書
紀
』
と
の
関
係
は
諸
先
学
に
よ
り
論
じ
ら
れ
、
現
在
で
は
、
書
紀
編

纂
時
ま
で
に
あ
る
程
度
纏
ま

っ
た

「原
大
織
冠
伝
」
が
成
立
し
て
い
た
と
推
定
し
、

「
原
大
織
冠
伝
」
を
材
料
の

一
つ
と
し
て

『伝
』
と

『
書
紀
』
鎌
足
関
係
記
事
が
成
立
し
た
、

つ
ま
り
、

『
伝
』
と

『
書
紀
』
は

「
原
大
織
冠
伝
」
を
母
と
す
る
兄
弟
関
係
に
あ
る
と
い
う
横

田
健

一
氏

の
見
解
ω
が
ほ
ぼ
通
説
と
な

っ
て
い
る
。
拙
論
に
お
い
て
も

『
伝
』
と

『
書
紀
』
の
記
事
の
共
通
性
に
着

目
し
、
天
平
宝
字
四

年

(七
六
〇
)
頃
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『伝
』
の
作
者
が
、
養
老
四
年

(
七
二
〇
)
に
完
成
さ
れ
た

『書
紀
』
の
存
在
を
知
ら
ず
、
参
照

し
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、

『
伝
』
と

『
書
紀
』
の
関
係
を
中
心
に
検
討
を
進
め
た
。
拙
論
で
は

『伝
』
を
内

容
か
ら
十
二
の
段
落
に
分
け
、
そ
の
上
で

『書
紀
』
記
事
と
の
対
応
関
係
を
内
容

・
用
字

・
用
語
を
含
め
て
考
察
す

る
方
法
を
と

っ
た
。
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こ

こ
で
は
考
察
の
過
程
を
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
以
下
に
数
例
を
あ
げ
て
概
略
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

【
例

一
】

『書
紀
』
を
も
と
に
創
造
し
た
と
考
え
ら
れ
る
記
事

A

『
伝
』
釘
明
天
皇
以
前
の
こ
と
と
し
て
、
鎌
足
が

「
曼
法
師
之
堂
」

へ

「
周
易
」

の
講
義
を
受
け
に
通

っ
た
記
事
。

B

『
書
紀
』
皇
極
三
年

(
六
四
四
)
正
月
乙
亥
朔
条
の
鎌
足
が
中
大
兄
皇
子
と
共
に
、

「
南
淵
先
生
所
」

へ

「
周
孔
之
教
」
を
学
び
に

通

っ
た
記
事
。

右
の
A
B
は
両
者
が
各
々
独
自
に
伝
え
る
記
事

で
あ
る
。
内
容
を
比
較
す
る
と
、
ま
ず
、
鎌
足
が
習

っ
た
学
問
は
A
周
易

・
B
周
孔
之

教
と
あ
る
。
周
易
は
儒
教
の
基
本
テ
キ
ス
ト
五
経
の

一
つ
で
あ
る
易
経
の
こ
と
、
周
孔
之
教
は
周
公

・
孔
子
の
教
え
、
す
な
わ
ち
儒
教
の

こ
と
で
あ
り
、
両
書
と
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
次
に
、
学
問
を
習

っ
た
相
手
で
あ
る
が
、
A
墨
法
師

(僧
墨
)
、

B
南
淵

(請
安
)
先
生
と
異
な
る
。
僧
墨
と
南
淵
請
安
は
共
に
中
国

へ
の
留
学
経
験
を
持
つ
学
問
僧
で
あ
る
が
、

『
書
紀
』
か
ら
両
者
の

名
を
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
僧
墨
が
乙
巳
の
変
後
、
国
博
士

・
f
師
に
就
任
し
八
省
百
官
の
制
を
定
め
る
な
ど
十

一
箇
所
に
名
が
み
え
る

の
に
対
し
、
南
淵
請
安
は
留
学

・
帰
国
記
事
と
今
問
題
と
し
て
い
る
B
の
三
箇
所
に
し
か
そ
の
名
を
み
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ま
た
、
僧

墨
は
孝
徳
天
皇
を
し
て

「若
法
師
今
日
亡
、
朕
従
明
日
亡
」
と
言
わ
し
め
、
逝
去
に
際
し
て
は
天
皇

・
皇
祖
母
尊

・
皇
太
子
ら
が
使
を
遣

わ
し
て
弔
わ
し
め
る
な
ど
、
天
皇
家
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。

『伝
』
A
と

『
書
紀
』
B
に
は
鎌
足
が
学
識
者
の
も
と
に
学
問
を
習

い
に
通

っ
た
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
こ
れ

に
前
述
し
た
こ
と
を

加
味
す
る
と
、

『
伝
』
作
者
は
、

『書
紀
』
B
を
参
考
に
し
て
、
教
授
者
を
南
淵
請
安
よ
り

」
層
重
要
人
物
と
し

て

『
書
紀
』
に
描
か
れ

て
い
る
僧
星
に
改
め
、

『伝
』
A
を
創
造
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
B
が
皇
極
天
皇
三
年
と
す
る
の
に
対
し
、

A
が
野
明
天
皇
以
前

の
こ
と
と
す
る
の
は
、
鎌
足
が
よ
り
若
き
頃
か
ら
修
学
に
励
ん
で
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
い

『
伝
』
作
者
の
意
図
と
考
え
て
よ
い
。
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【例

二
】

『書
紀
』
の
矛
盾
を
改
正
し
た
と
考
え
ら
れ
る
記
事

C

『
伝
』

後
崩
本
天
皇

(皇
極
)
二
年
歳
次
癸
卯
笥

宗
我
入
鹿
与
諸
王
子
共
謀
、
欲
害
上
宮
太
子
之
男
山
背
大
兄
等
日

(中
略
)
以
某

月
日
、
遂
訣
山
背
大
兄
於
斑
鳩
之
寺
。

D

『
書
紀
』
皇
極

二
年
十

一
月
丙
子
朔
条

蘇
我
入
鹿
遣
小
徳
巨
勢
徳
太
臣
大
仁
土
師
娑
婆
連
、
掩
山
背
大
兄
王
等
於
斑
鳩
。

(中
略
)
山
背
大
兄
傍
取
馬
骨
投
置
内
寝
、
遂
率

其
妃
井
子
弟
等
、
得
間
逃
出
、
隠
謄
駒
山
。

(中
略
)
山
背
大
兄
王
等
四
五
日
間
俺
留
於
山
。

(後
略
、
こ
の
後
山
背
大
兄
王
ら
は

膿
駒
山
を
降
り
、
斑
鳩
寺
に
入

っ
て
自
経
す
る
。
)

『
伝
』
C
が
入
鹿
が
上
宮
王
家
排
斥
を
企
て
た
の
を

「
冬
十
月
」
と
記
し
、
山
背
大
兄
王
ら
を
害
し
た
日
付
を

「
以
某
月
日
」
と
曖
昧

に
記
す
の
に
対
し
、

『
書
紀
』
D
は
こ
の
事
件

の
過
程
を
十

一
月

一
日
の
こ
と
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『
書
紀
』
D
は
十

一
月

一
日

以
降
の
事
柄
も
同
日
の
こ
と
と
し
て
記
し
て
い
る
こ
と
が
、

「
山
背
大
兄
王
等
四
五
日
間
俺
留
於
山
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
ま

た
、

『
書
紀
』
同
年
十
月
戊
午

(十

二
)
条
に
は
、

蘇
我
臣
入
鹿
独
謀
、
将
廃
上
宮
王
等
、
而
立
古
人
大
兄
為
天
皇
。

と
あ
り
、

『
書
紀
』
に
も
入
鹿
が
十
月
の
内
か
ら
上
宮
王
家
排
斥
を
謀

っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
書
紀
』
D
に
は
入
鹿
に
攻

め
ら
れ
た
山
背
大
兄
王
ら
が
謄
駒
山
に

「
四
五
日
間
」
待
避
し
た
と
あ
り
、
山
を
降
り
、
斑
鳩
寺
に
入
り
自
経
す
る
ま
で
に
は
さ
ら
に
幾

日
か
要
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
山
背
大
兄
王
ら
が
残
し
た
月
日
は
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

『
伝
』
C
が
事
件

の
経
過
を

「
冬
十
月
」
と
し
て
描
き
始
め
、
山
背
大
兄
ら
が
誹
さ
れ
た

(
『伝
』
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は
自
経
と
明
記
し
な
い
)
月
日
を

「
某
月
日
」
と
す
る
の
は
、

『
書
紀
』
D
と
何
ら
矛
盾
す
る
記
載
で
は
な
い
。

『書
紀
』
D
が
事
件

の

過

程
を
纏
め
て

「十

一
月
丙
子
朔
条
」
に
記
す
こ
と
に
比
べ
、

『
伝
』
C
の
方
が
話
に
合
理
性
が
み
ら
れ
、

『書
紀
』
を
参
照
し
、
そ
の

不
明
瞭
な
記
載
を
改
作
し
て

『
伝
』
に
採
り
入
れ
て
い
っ
た

『
伝
』
作
者

の
述
作
態
度
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

【例
三
】

『伝
』
の
成
立
年
代

・
作
者
に
つ
い
て
の
推
察

E

『
伝
』

白
鳳
充
年
秋
八
月
、
37醐
日
、
尚
道
任
賢
、
先
王
舞
則
、
褒
功
報
徳
、
聖
人
格
言
。
其
大
錦
冠
内
臣
中
臣
連
、
功
挨
建
内
宿
祢
、
位
未

允
民
之
望
。
超
拝
紫
冠
、
増
封
八
千
戸
。

F

『書
紀
』
白
雄
ん
年

(
六
π
四
)
正
月
壬
r

(
互
)
条

以
紫
冠
授
中
臣
鎌
足
連
。
増
封
若
「
、戸
。

E
F
と
も
同
じ
く
鎌
足
が
紫
冠
に
拝
さ
れ
増
封
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、

『
杜
-
己
【玄小
』
F
が

「正
月
」
の
こ
と
と
す
る
の
に
対
し

『伝
』

E
が

「秋

八
刀
」
と
す
る
点
が
異
な
る
。
わ
ざ
わ
ざ

『
伝
』
E
は

「秋
」
と
記
し
て
お
り
、

『伝
』
作
者
が

『書
紀
』
F
の

「
正
月
」
を

コ
八
月
」
と
誤
写
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で

『
続
日
本
紀
』

(以
ド

『
続
紀
』
)
の
次
の
記
事
を
検
討

し
て
み
る
。

G

『続
紀
』
天
平
宝
字

二
年

(
七
κ
八
)
八
月
甲
r

(
廿
瓦
)
条

以
紫
微
内
相
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
任
大
保
。
勅
日
。
褒
善
懲
悪
。
聖
主
格
言
。
賞
績
酬
労
。
明
主
舞
則
。

(中
略
)
況
自
乃
祖
近
江
大

津
宮
内
大
臣
已
来
。
世
有
明
徳
。
翼
輔
皇
室
。
君
歴
十
帝
。
年
殆

一
百
。
朝
廷
無
事
。
海
内
濠
平
者
哉
。
因
此
論
之
。
准
占
無
匹
。

汎
恵
之
美
。
莫
美
於
斯
。
自
今
以
後
。
宜
姓
中
加
恵
美

二
字
。
禁
暴
勝
強
。
止
父
静
乱
。
故
名
日
押
勝
。
朕
舅
之
中
。
汝
卿
良
尚
。

故
字
称
尚
舅
。
更
給
功
封
三
千
戸
。
功
田

一
百
町
。
永
為
伝
世
之
賜
。
以
表
不
常
之
勲
。
別
聴
鋳
銭
挙
稲
及
用
恵
美
家
印
。
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巧

『
続
紀
』
G
は
藤
原
仲
麻
呂
の
大
保

へ
の
任
官
記
事
と
、
恵
美
押
勝
と
い
う
美
名

・
功
封

・
功
田
を
賜
り
、
鋳
銭

・
出
挙
及
び
恵
美
家

印
使
用
を
許
可
さ
れ
た
際

の
勅
で
あ
る
。

『
続
紀
』
G
と

『
伝
』
E
を
比
較
す
る
と
、
ま
ず
、
E
G
と
も
昇
進

・
賜
封
を
記
す
点
が
共
通

す
る
。
ま
た
、
功
績
を
讃
え
る
文
句
が
、
E
先
王
舞
則
と
G
聖
主
格
言
、
E
褒
功
報
徳
と
G
賞
績
酬
労
、
E
聖
人
格

言
と
G
明
主
舞
則
と

類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

『伝
』
作
者
は
、

『
書
紀
』
F
を
材
料
と
し
、
鎌
足
の
昇
進

・
賜
封
を
記
し
た
が
そ

の
際
、

『
続
紀
』
G
の
材
料
と
な

っ
た
勅
を
参
照
し

『伝
』
E
を
述
作
し
た
と
い
う
推
測
が
可
能

で
あ
る
。

『続
紀
』
の
勅
に

「近
江
大

津
宮
内
大
臣
」
と
鎌
足
の
こ
と
が
み
え
て
い
る
の
も
示
唆
的
で
あ
り
、

『
書
紀
』
F
が

「
正
月
」
と
す
る
の
を

『伝
』
E
が

「秋
八
月
」

と
し
て
い
る
の
も
、

『続
紀
』
G
の
材
料
と
な
っ
た
勅
に
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
八
月
廿
五
日
と
い
う
日
付
に
ひ
か
れ
た
故
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
私
見
に
よ
れ
ば
、

『
続
紀
』
G
の
勅

の
内
容
を
最
も
知
り
得
る
人
物
、

つ
ま
り
、
勅
の
対
象
者

で
あ

っ
た
藤
原
仲

麻
呂
が

『
伝
』
作
者

で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
、
成
立
時
期
も
天
平
宝
字
年
間
と
考
え
ら
れ
る
。

『
伝
』
冒
頭
の

「
大
師
」
と
い
う
作

者

名
ら
し
き
記
載
と

『武
智
麻
呂
伝
』
の
内
容
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
た

『
伝
』
の
作
者

・
成
立
年
代
に
つ
い
て
、

『
伝
』

の
材
料
を
推
定

し

て
行
く
過
程
で
、
通
説
を
裏
付
け
る
傍
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
例

一
・
二
に
あ
げ
た
様
な

『
伝
』

『書
紀
』
間
の
相
違
か
ら
、

『伝
』
作
者
は

『
書
紀
』
を
参
照
し
な
か

っ
た
か
、
参

照
し
た
と
し
て
も
そ
の
態
度
は
厳
密
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
考
察
の
結
果
、

『
伝
』
作
者
は

『
書
紀
』

の
記
載
を
熟
知
し

て
お
り
、

『
書
紀
』
記
事
を
同
文
の
ま
ま
利
用
し
て
、
或
い
は

『
書
紀
』
記
事
を
も
と
に
架
空
の
話
を
創
造
し
て
、
或
い
は
内
容
に
矛
盾

の
あ
る

『
書
紀
』
記
事
を
合
理
的
に
改
作
し
て

『伝
』
を
述
作
し
た
、
と
い
う
私
見
を
得
た
。

『
伝
』
の
大
部
分
は

『
書
紀
』
を
主
要
な

材
料
と
し
て
、
そ
れ
に
詔
勅
等
の
公
文
書
や
藤
原
氏
に
伝
わ
る
記
録
等
を
参
照
し
て
述
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

『
書
紀
』
に
全
く
み
え

な

い
記
事
は

『
伝
』
作
者
に
よ
る
机
上
で
の
作
文
の
可
能
性
が
高
い
。

『
伝
』
記
事
を
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
置
か
ね
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%

ば

な

ら

な

い
。

(1)註

『
鎌
足
伝
』
と

『
日
本
書
紀
』

の
関
係

に

つ
い
て
は
横

田
健

一
氏

の
見
解
が

ほ
ぼ
通
説
と
な

っ
て
い
る
。
以
下
、
本
文
中
に
通
説
と
あ
る
場
合
は
横
田

氏

の
次

の
論
文
を
参
照
さ
れ
た

い
。

「
藤
原
鎌
足
伝
研
究
序
説
」

一
九
五
五
年
、

「
大
織
冠
伝
と
日
本
書
紀
」

一
九

五
八
年

(と
も
に
同

『
白
鳳
天
平

の
世
界
』

一
九
ヒ
三
年
、
所
収
)
。
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